
　　平塚市　障がい福祉制度一覧表

　
障
害
児
福
祉
手
当

　
特
別
障
害
者
手
当

　
神
奈
川
県
在
宅
重
度
障
害
者

等
手
当

　
平
塚
市
心
身
障
害
者
福
祉
手

当

　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

　
障
害
年
金

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
（

注
３
）

　
自
立
支
援
医
療
（

育
成
医
療
）

　
自
立
支
援
医
療
（

更
生
医
療
）

　
自
立
支
援
医
療
（

精
神
通
院
）

　
重
度
障
害
者
医
療
費
助
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
精
神
障
害
者
入
院
医
療
援
護

金

　
補
装
具
費
の
支
給

　
日
常
生
活
用
具
購
入
費
の
給

付

　
点
字
図
書
購
入
費
の
給
付

　
意
思
疎
通
支
援
事
業
（

通
訳

者
の
派
遣
・
設
置
）

　
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
９
‐

緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム

　

文

字

対

話

方

式

メ
ー

ル

１

１

０

番

・

Ｆ

Ａ

Ｘ

１

１

０

番

　
住
宅
設
備
改
良
費
の
助
成

　
県
営
・
公
団
住
宅
の
入
居
優

遇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

抽

選
当
選
率
の
優
遇
）

　
市
営
住
宅
の
入
居
優
遇
枠
の

設
定

　
市
営
住
宅
の
収
入
申
告
の
所

得
額
控
除

　
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
の

減
免

　
自
動
車
改
造
費
の
助
成

　
自
動
車
運
転
訓
練
費
の
助
成

　
自
動
車
運
転
免
許
の
無
料
教

習

　
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

代
理
記
載

　
広
報
ひ
ら
つ
か
・
議
会
だ
よ

り
（

点
訳
・
音
訳
）

　
駐
車
禁
止
除
外
指
定
標
章

　
青
い
鳥
郵
便
葉
書
の
無
料
配

布

　
避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
制

度

　
税
金
の
障
害
者
控
除

　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
（

種

別

割

・

環

境

性

能

割
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
減
免
（

注
４
）

　
Ｊ
Ｒ
鉄
道
運
賃
の
割
引

　
国
内
航
空
運
賃
の
割
引
（

注

５
）

　
バ
ス
運
賃
の
割
引
（

注
５
）

（

注
６
）

　
タ
ク
シ
ー

料
金
の
助
成
（

注

４
）

　
タ
ク
シ
ー

運
賃
の
割
引

　
有
料
道
路
の
割
引

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
全
額
免
除
（

非

課

税

世

帯

の

み
）

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
半
額
免
除
（

契

約

者

か

つ

世

帯

主
）

　
水
道
料
金
の
減
免
（

在
宅
の

み
）

　
下
水
道
使
用
料
の
減
免
（

在

宅
の
み
）

　
平
塚
市
の
公
共
施
設
の
個
人

利
用
料
金
の
減
免

　
携
帯
電
話
使
用
料
の
割
引

１級 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ × × × × △ × × ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

２級 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ × × × × △ × × ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

３級 × × △ △ △ ○ △ △ ○ △ × × × × △ × × ○ ○ × △ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ △ △ △ ○

４級 × × × △ △ △ × △ ○ △ × × × × △ × × ○ △ × △ △ △ ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

５級 × × × △ △ × × △ ○ △ × × × × △ × × ○ × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

６級 × × × △ △ × × △ ○ △ × × × × △ × × ○ × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

２級 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ △ × × × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ △ ○ ○ ○

３級 × × △ △ △ ○ △ △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × ○ × △ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ △ △ △ ○

４級 × × × △ △ △ × △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

５級 × × × △ △ × × △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × × × △ △ △ ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

６級 × × × △ △ × × △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ △ × × ○

３級 × × △ △ △ ○ △ △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × × × △ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ × △ △ ○

４級 × × × △ △ △ △ △ ○ △ × ○ ○ ○ △ × × × × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ × × × ○

１級 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ × × ×
上幹下
○○○

上幹下
○○○

上幹下
×○○ ×

上幹下
○○○ ○ ○ △

上幹下
○○○ ○ ○

上幹下
×○○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

２級 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ × × ×
上幹下
○○○

上幹下
×○○

上幹下
×○○ ×

上幹下
△○○ ○ ○ △

上幹下
○○○ ○ ○

上幹下
×○○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

３級 × × △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ × × ×
上幹下
○○○

上幹下
×○○

上幹下
××× ×

上幹下
×○○ × △ △

上幹下
×○○ ○ ○

上幹下
××× ○ △ △ × △ △ ○

４級 × × × △ △ △ △ △ ○ △ × × × ×
上幹下
○○○

上幹下
×－○

上幹下
×－× ×

上幹下
×－○ × △ △

上幹下
×－○ ○ ○

上幹下
×－× ○ △ △ × × × ○

５級 × × × △ △ × × △ ○ △ × × × ×
上幹下
○○○

上幹下
×××

上幹下
××× ×

上幹下
××× × △ △

上幹下
×○○ ○ ○

上幹下
××× ○ △ △ × × × ○

６級 × × × △ △ × × △ ○ △ × × × ×
上幹下
○○○

上幹下
×－×

上幹下
×－× ×

上幹下
×－× × △ △

上幹下
×－○ ○ ○

上幹下
×－× ○ △ △ × × × ○

１級 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ × × × × △ ○ ○ × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

２級 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ × × × × △ ○ ○ × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

３級 × × △ △ △ ○ △ △ △ △ × × × × △ ○ ○ × ○ × △ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ × △ △ ○

４級 × × × △ △ △ × △ △ △ × × × × △ ○ × × × × △ △ ○ ○ ○ × ○ △ △ × × × ○

Ａ１ △ △ △ △ × ○ △ △ × △ △ × × × × × × × × × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

Ａ２ △ △ △ △ × ○ △ △ × △ △ × × × × × × × × × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

Ｂ１ × × △ △ × △ × △ × △ △ × × × × × × × × × × × △ △ × ○ ○ × ○ △ △ × △ △ ○

Ｂ２ × × × △ × × × △ × △ × × × × × × × × × × × × △ △ × ○ ○ × ○ × △ × △ △ ○

１級 △ △ △ △ × ○ △ △ × △ × × × × × × × × × × △ × ○ △ ○ × ○ △ ○ ○ × △ △ ○ ○ ○

２級 △ △ △ △ × × △ △ × △ × × × × × × × × × × × × △ △ × × ○ △ × ○ × △ × △ ○ ○

３級 △ △ × △ × × × △ × △ × × × × × × × × × × × × △ △ × × ○ △ × ○ × △ × × × ○

平塚市役所　障がい福祉課（℡ ０４６３－２１－８７７４）

　
　
 
 
 
※
　
難
病
患
者
の
方
は
、

一
部
該
当
と
な
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
　
 
 
 
注
６
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
は
、

一
部
の
事
業
所
で
割
引
適
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
 
 
 
注
５
　
鉄
道
、

国
内
航
空
、

バ
ス
の
運
賃
割
引
は
第
一
種
の
方
は
本
人
及
び
付
添
い
の
方
、

第
二
種
の
方
は
本
人
の
み
対
象
で
す
。

　
　
 
 
 
注
４
　
自
動
車
税
の
減
免
、

タ
ク
シ
ー

料
金
の
助
成
の
両
方
の
制
度
の
対
象
と
な
る
方
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
利
用
で
き
ま
す
。

　
　
 
 
 
注
３
　
対
象
と
な
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

　
　
 
 
 
注
２
　
内
部
機
能
障
が
い
と
は
、

心
臓
、

じ
ん
臓
、

呼
吸
器
、

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
、

小
腸
、

免
疫
、

肝
臓
の
障
が
い
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
　
 
 
 
注
１
　
肢
体
不
自
由
と
は
、

上
肢
・
下
肢
・
体
幹
・
脳
原
性
運
動
の
障
が
い
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　　
　
制
　
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
が
い
の
種
別
・
等
級

補装具費等医　　療

　
　
公
的
医
療
保

険
が
適
用
さ
れ
る
精
神
疾
患
に
よ
り
、

指
定

医
療
機
関
に
通
院
さ
れ
て
い
る
方

　
　
身
　
体
　
障
　
害
　
者
　
手
　
帳

　
視
覚
障
が
い

精神障害者
保健福祉手帳

　

　

障

が

い

の

程

度

・

種

類

に

よ

り

対

象

が

異

な

り

ま

す
。

詳

し

く

は

市

役

所

　

こ

ど

も

家

庭

課
（

℡

０

４

６

３
‐

２

１
‐

９

８

４

４
）

へ

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い
。

　

　

障

が

い

の

程

度

・

保

険

料

の

納

付

状

況

に

よ

り

給

付

条

件

が

異

な

り

ま

す
。

詳

し

く

は

市

役

所

　

保

険

年

金

課
（

℡

０

４

６

３
‐

２

１
‐

８

７

７

７
）

へ

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い
。

　
　
重
度
重
複
障

が
い
者
ま
た
は
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

　
　
1
8
歳
未
満

の
児
童
で
、

対
象
に
な
る
疾
患
に
よ
り
指
定

医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
る
方

各種手当・年金

音

声

言

語

そ

し
ゃ

く

日常生活・社会参加の援助 　
　
　
　
〇
は
適
用
さ
れ
る
　
　
　
　
×
は
適
用
さ
れ
な
い
　
　
　
　
△
は
条
件
あ
り
（

詳
し
く
は
市
役
所
　
障
が
い
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

　
　
割
引
内
容
・

対
象
範
囲
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

各

社
の
営
業
窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
　
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
旅
客
運
賃
減
額
欄
が
第
一
種
の
方
は

本
人
及
び
介
護
者
、

第
二
種
の
方
は
本
人
の

み
が
割
引
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

　
　
単
独
で
利
用

す
る
場
合
は
、

片
道
１
０
０
ｋ
ｍ
超
過
す
る

場
合
の
み
割
引
の
適
用
が
で
き
ま
す
。

　　公共料金の割引　

　
肢
体
不
自
由

（

注

１
）

内

部

機

能

障

が

い

（

注

２
）

税　金

　
　
身
体
障
害
者

手
帳
１
・
２
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ

２
の
方
で
障
害
の
軽
減
に
か
か
わ
る
住
宅
部

分
の
改
良
（

介

護

保

険

の

被

保

険

者

の

方

は

介

護

サ
ー

ビ

ス

優

先
）

　
　
詳
し
く
は
各
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
公
団
住
宅
　
都
市
基
盤
整
備
公
団
総
合
募
集
セ
ン
タ
ー
（

℡
０
３
‐

３
３
４
７
‐

４
３
７
５
）

　
　
　
　
県
営
住
宅
　
（

社
）

神
奈
川
県
土
地
建
物
保
全
協
会
　
公
営
住
宅
課
　
（

℡
０
４
５
‐

２
０
１
‐

９
９
６
１
）

　
　
詳
し
く
は
市
役
所
　
建
築
住
宅
課
（

℡
０
４
６
３
‐

２
１
‐

８
７
８
４
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

　

対

象

範

囲

等

の

詳

細

は
、

身

体

障

害

者

運

転

能

力

開

発

訓

練

セ

ン

タ
ー

（

℡

０

４

８
‐

４

８

１
‐

２

７

１

１
）

へ

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い
。

　
　
郵
便
投
票
の

対
象
者
か
つ
、

上
肢
障
が
い
１
級
ま
た
は
視

覚
障
が
い
１
級
の
方

聴
覚
ま
た
は

平
衡
機
能
障
が
い

療
育
手
帳


